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   府中市立図書館条例施行規則の一部を改正する規則 

 

 府中市立図書館条例施行規則（平成１９年１０月教育委員会規則第７号）の一

部を次のように改正する。 

 第２条第１項中「第１１８号」の次に「。以下「法」という。」を加える。 

 第３条第１項中「図書館資料」の次に「（法第３条第１号に規定する図書館資料

のうち、図書館において収集し、又は利用に供するものをいう。以下同じ。）」を

加え、同条第３項を同条第４項とし、同条第２項各号列記以外の部分中「前項」

を「第１項」に、「に図書館資料を貸し出す」を「は、図書館資料（電子書籍を除

く。）の貸出しを受ける」に改め、同条第２項を同条第３項とし、同条第１項の次

に次の１項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、図書館資料のうち電子書籍（電磁的記録（電子的

方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作

られた記録をいう。）によって作成されたものであって、インターネットを通じ

た利用が可能とされたものをいう。以下同じ。）の貸出しを受けることができる

者は、市内に居住、通勤又は通学をしている者とする。 

 第４条第１項中「前条第１項」の次に「又は第２項」を加え、「前条第２項」を

「前条第３項」に改め、同条第３項中「、午前９時」を「午前９時」に改め、「間

に」の次に「、地区図書館にあっては条例別表に規定する開館時間に」を加え、

同条第６項中「登録し」を「を登録し、府中市立図書館利用カード（第３号様式。

以下「利用カード」という。）を交付する」に、「登録を更新し」を「の登録を更

新する」に改める。 

 第６条第２項中「申込み」を「届出」を「申込みについて適当と認める」とあ

るのは「届出があった」と、「当該申込者を登録し」とあるのは「当該届出をした

者に対し」に改める。 

 第７条第１項の表個人貸出しの部中「図書」の次に「・雑誌」を加え、 

「 

視聴覚資料 ６点以内 ７日以内 

                              」 

を 
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「 

視聴覚資料 ６点以内 ７日以内 

電子書籍 ３点以内 １４日以内 

                              」 

に改め、同表団体貸出しの部中「図書」の次に「・雑誌」を加え、同条第２項た

だし書中「録音図書の貸出しについては、教育委員会が別に定める」を「電子書

籍の貸出しを受けようとする場合は、この限りでない」に改める。 

   付 則 

 この規則は、令和５年３月１日から施行する。ただし、第２条第１項、第３条

第１項、第４条第３項及び第６項、第６条第２項並びに第７条第１項の改正規定

（同項の表個人貸出しの部中「図書」の次に「・雑誌」を加える部分及び団体貸

出しの部中「図書」の次に「・雑誌」を加える部分に限る。）は、公布の日から施

行する。 
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参考 

府中市立図書館条例 

 

新 

                                           

（奉仕） 

第２条 府中市立図書館（以下「図書館」という。）は、図書館法（昭和２５年法

律第１１８号。以下「法」という。）第３条の規定による事業及び図書館の設置

の目的を達成するため必要な事業を行う。 

２ 省 略 

（図書館資料の貸出しの対象者） 

第３条 図書館資料（法第３条第１号に規定する図書館資料のうち、図書館が収

集し、又は利用に供するものをいう。以下同じ。）の貸出しを受けることができ

る者は、市内に居住、通勤若しくは通学をしている者又は府中市との間におい

て市立図書館の相互利用に関する協定等を締結した市に居住する者とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、図書館資料のうち電子書籍（電磁的記録(電子的方

式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作ら

れた記録をいう。)によって作成されたものであって、インターネットを通じた

利用が可能とされたものをいう。以下同じ。）の貸出しを受けることができる者

は、市内に居住、通勤又は通学をしている者とする。 

３ 第１項に規定する者のほか、次に掲げる要件を満たす事業所、機関又は団体

（以下「団体等」という。）及び府中市立保育所、府中市立学校その他府中市の

機関（以下「市の機関等」という。）は、図書館資料（電子書籍を除く。）の貸

出しを受けることができる。 

(1)～(3) 省 略 

４ 省 略 

（利用者の登録） 

第４条 図書館資料の貸出しを受けようとする者は、前条第１項又は第２項の規

定による貸出し（以下「個人貸出し」という。）にあっては利用者登録（新規・

更新）申込書（第１号様式）、前条第３項の規定による貸出し（以下「団体貸出

し」という。）にあっては団体登録（新規・更新）申込書（第２号様式）に、そ

れぞれ必要な書類等を添えて、教育委員会に登録を申し込まなければならない。  
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施行規則（抜粋） 

（    は、改正部分） 

旧 

                                     

（奉仕） 

第２条 府中市立図書館（以下「図書館」という。）は、図書館法（昭和２５年法

律第１１８号）第３条の規定による事業及び図書館の設置の目的を達成するた

め必要な事業を行う。 

２ 省 略 

（図書館資料の貸出しの対象者） 

第３条 図書館資料の貸出しを受けることができる者は、市内に居住、通勤若し

くは通学をしている者又は府中市との間において市立図書館の相互利用に関す

る協定等を締結した市に居住する者とする。 

 

 

 

（追 加） 

 

 

２ 前項に規定する者のほか、次に掲げる要件を満たす事業所、機関又は団体（以

下「団体等」という。）及び府中市立保育所、府中市立学校その他府中市の機関

（以下「市の機関等」という。）に図書館資料を貸し出すことができる。 

 

(1)～(3) 省 略 

３ 省 略 

（利用者の登録） 

第４条 図書館資料の貸出しを受けようとする者は、前条第１項の規定による貸

出し（以下「個人貸出し」という。）にあっては利用者登録（新規・更新）申込

書（第１号様式）、前条第２項の規定による貸出し（以下「団体貸出し」という。）

にあっては団体登録（新規・更新）申込書（第２号様式）に、それぞれ必要な

書類等を添えて、教育委員会に登録を申し込まなければならない。  
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新 

                                         

２ 省 略 

３ 前２項に規定する手続は、府中市立中央図書館にあっては午前９時から午後

７時までの間に、地区図書館にあっては条例別表に規定する開館時間に行うも

のとする。 

４～５ 省 略 

６ 第２項から第４項の規定は、前項の利用者の登録の更新について準用する。

この場合において、第２項中「前項」とあるのは「第５項」と、「を登録し、府

中市立図書館利用カード（第３号様式。以下「利用カード」という。）を交付す

る」とあるのは「の登録を更新する」と、第４項中「第２項の規定による登録」

とあるのは「第６項において準用する第２項の規定により更新した登録」と読

み替えるものとする。 

（利用カードの紛失等） 

第６条 省 略 

２ 第４条第２項の規定は、利用カードの紛失の届出について準用する。この場

合において、同項中「前項」とあるのは「第６条第１項」と、「申込みについて

適当と認める」とあるのは「届出があった」と、「当該申込者を登録し」とある

のは「当該届出をした者に対し」と読み替えるものとする。 

３～４ 省 略 

（図書館資料の貸出し等） 

第７条 図書館資料の貸出しの区分、数量及び期間は、次表のとおりとする。た

だし、教育委員会が必要と認めるときは、図書館資料の貸出しの数量及び期間

を変更することができる。 

貸出区分 貸出数量 貸出期間 

個人貸出し 図書・雑誌 １０冊以内 １４日以内 

視聴覚資料 ６点以内 ７日以内 

電子書籍 ３点以内 １４日以内 

団体貸出し 図書・雑誌 ３５０冊以内 ３月以内 

視聴覚資料 １０点以内 １４日以内 
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旧 

                                        

２ 省 略 

３ 前２項に規定する手続は、府中市立中央図書館にあっては、午前９時から午

後７時までの間に行うものとする。 

 

４～５ 省 略 

６ 第２項から第４項の規定は、前項の利用者の登録の更新について準用する。

この場合において、第２項中「前項」とあるのは「第５項」と、「登録し」とあ

るのは「登録を更新し」と、第４項中「第２項の規定による登録」とあるのは

「第６項において準用する第２項の規定により更新した登録」と読み替えるも

のとする。 

 

（利用カードの紛失等） 

第６条 省 略 

２ 第４条第２項の規定は、利用カードの紛失の届出について準用する。この場

合において、同項中「前項」とあるのは「第６条第１項」と、「申込み」を「届

出」と読み替えるものとする。 

 

３～４ 省 略 

（図書館資料の貸出し等） 

第７条 図書館資料の貸出しの区分、数量及び期間は、次表のとおりとする。た

だし、教育委員会が必要と認めるときは、図書館資料の貸出しの数量及び期間

を変更することができる。 

貸出区分 貸出数量 貸出期間 

個人貸出し 図書 １０冊以内 １４日以内 

視聴覚資料 ６点以内 ７日以内 

団体貸出し 図書 ３５０冊以内 ３月以内 

視聴覚資料 １０点以内 １４日以内 
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新 

                                         

２ 利用者は、図書館資料の貸出しを受けようとするときは、利用カードの提示

により、教育委員会に申し込まなければならない。ただし、図書館資料のうち

電子書籍の貸出しを受けようとする場合は、この限りでない。 

３ 省 略 

   付 則 

 この規則は、令和５年３月１日から施行する。ただし、第２条第１項、第３条

第１項、第４条第３項及び第６項、第６条第２項並びに第７条第１項の改正規定

（同項の表個人貸出しの部中「図書」の次に「・雑誌」を加える部分及び団体貸

出しの部中「図書」の次に「・雑誌」を加える部分に限る。）は、公布の日から施

行する。 
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旧 

                                        

２ 利用者は、図書館資料の貸出しを受けようとするときは、利用カードの提示

により、教育委員会に申し込まなければならない。ただし、図書館資料のうち

録音図書の貸出しについては、教育委員会が別に定める。 

３ 省 略 

 

 


